
別 紙    

   神戸川の河川環境に関する専門委員会 公開規定 

 

（目的） 

第１条  本規定は、神戸川の河川環境に関する専門委員会（以下「委員会」という。）要綱第８条

に基づき、委員会の公開を定めるものである｡ 

 

（委員会の公開） 

第２条  委員会は原則公開とする。ただし、特別の事情により委員会が必要と認めるときは、こ

の限りではない。 

 

（委員会開催の周知） 

第３条  委員会の開催が決まった場合、その開催日時、場所、傍聴手続き等について速やかに島

根県ホームページ（以下「ＨＰ」という。）により一般に周知する。 

 

（委員会の傍聴） 

第４条  委員会の傍聴は可とし、傍聴に関し必要な事項を別途定める。 

 

（資料の配付） 

第５条  委員会の配付資料は、特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらす恐れのあるもの

や貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、委員会の

場で傍聴人にも配付する。 

 

（資料等の公開） 

第６条  委員会の配付資料は、特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらす恐れのあるもの

や貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、ＨＰにて

公表する。 

    ２  事務局は委員会終了後速やかに議事録を作成し、発言者に確認後、発言者等の氏名を除

き、ＨＰにて公表する。 

（雑則） 

第７条  この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、委員会で定める。 

 

附則 

（施行期日） 

この規定は、平成２４年８月２９日から施行する。 
        


